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地方における途切れない支援の提供体制の強化
第 4 章

１  「地方における途切れない支援の提供体制の強化に関する有識者検討会」の開催

警察庁においては、令和５年６月推進会議
決定の項目④「地方における途切れない支援
の提供体制の強化」において、「地方におけ
る途切れない支援を一元的に提供する体制の
構築（ワンストップサービスの実現）に向け、
警察庁において、関係府省庁の協力を得つつ、
地方公共団体における総合的対応窓口等の機
能強化や関係機関・団体との連携・協力の一
層の充実について、国による人材面・財政面
での支援を含め検討を行うとともに、より円
滑な支援の実現に向け、ＤＸの活用に関して
も検討を行」うこととされたことを受け、「地
方における途切れない支援の提供体制の強化
に関する有識者検討会」を開催することとし
た。

⑴　現状の把握
本検討会においては、地方における途切れ

ない支援の提供体制の強化に向けた具体的な
施策を議論する前提として、地方における犯
罪被害者等支援の実情等を把握するため、全
ての地方公共団体に対し、外部機関との連携
状況、庁内の関係部署間の連携状況、現在の
課題等についてのアンケート調査を実施した
ほか、13 都道府県、16 市区町村（政令指定
都市、特別区を含む。）、９都道府県警察本部、
13 民間被害者支援団体に対し、関係機関・
団体の連携状況、支援制度・サービスの実施
状況、国への要望等についてのヒアリング調
査を実施した。
これらの調査の結果、地方における犯罪被

害者等支援について、以下のような課題・要
望を把握した。
○�　地方において、必ずしも、犯罪被害者
等支援のための体制が充実しているとは
限らず、犯罪被害者等支援のためのワン

ストップサービス体制を構築する必要が
あるのではないか。

○�　犯罪被害者等支援のためのワンストッ
プサービス体制を有効に機能させるため
には、支援の全体を調整するコーディ
ネーターが必要なのではないか。

○�　市区町村が犯罪被害者等支援に係る知
見・ノウハウ等を十分に有しているとは
限らず、都道府県が市区町村を支援する
必要があるのではないか。

○�　犯罪被害者等に充実した支援を適時適
切に提供するためには、支援に携わる機
関・団体が集まり、支援の内容について
協議・検討する場が必要なのではないか。

○�　犯罪被害者等に対して充実した支援を
提供するためには、既存の各種制度・サー
ビスを確実に活用するとともに、犯罪被
害者等に特化した支援制度・サービスを
充実させる必要があるのではないか。

⑵　本検討会の開催経過
本検討会においては、上記の課題・要望を

踏まえ、令和５年９月から令和６年４月まで
の間、有識者構成員のほか、内閣府、こども
家庭庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生
労働省及び国土交通省の参加を得て、８回に
わたって検討会を開催した。その中で、複数
の地方公共団体及び民間被害者支援団体から
取組状況等の説明を受けるとともに意見聴取
を行うなどし、地方における途切れない支援
の提供体制の強化について議論を深めた。
同月 25 日、議論の内容が取りまとめら

れ、警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施
策」（https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/
meeting/local_kyouka/kaisai/index.html）
においてその内容を公表している。
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２  「地方における途切れない支援の提供体制の強化に関する有識者検討会」の取りまとめ概要

本検討会の取りまとめでは、地方における
途切れない支援の提供体制の強化に向け、以
下のとおり、提言がなされた。

⑴　犯罪被害者等支援に携わる機関・団体
に期待される役割
犯罪被害者等支援に携わる国、都道府県、

市区町村、都道府県警察、民間被害者支援団
体及びその他の関係機関・団体に期待される
役割が整理され、各機関・団体において、自
己の役割を認識することはもとより、相互に
認識を共有した上で、その役割を積極的に果
たしつつ、連携して対応すべきであるとされ
た。
特に、都道府県について、広域自治体とし

て、⑵イで後述する「多機関ワンストップサー

ビス」の中核的役割を担い、域内の犯罪被害
者等施策を総合的に推進すること、市区町村
について、住民に最も身近な基礎自治体であ
り、生活を支援する各種制度・サービスの実
施主体として、犯罪被害者等のニーズに応じ
た支援を提供すること等が期待されていると
された。

⑵　地方における途切れない支援の提供
体制の構築

ア　犯罪被害者等支援を充実させるための社
会的基盤の充実強化
地方における犯罪被害者等支援を充実さ

せるため、社会的基盤の充実強化として、
全ての地方公共団体において、犯罪被害者
等支援を目的とした条例※等の犯罪被害者

※�　犯罪被害者等支援を目的とした条例とは、専ら犯罪被害者等の支援に関する事項について定めた条例（犯罪被害者等の支援に特化した条例
（特化条例））をいい、安全で安心なまちづくりの推進に関する条例のように、条例の一部に犯罪被害者等施策が盛り込まれているものは含まず、令
和５年４月以降においては、見舞金支給のみを目的とした条例も除外している。

地方における途切れない支援の提供体制の強化に関する有識者検討会 取りまとめ（概要）
開催経過・構成員

（有識者）※ 敬称略・五十音順、◎：座長
◎伊藤冨士江 元上智大学総合人間科学部教授
太田達也 慶應義塾大学法学部教授
武 るり子 犯罪被害者遺族
野坂祐子 大阪大学大学院人間科学研究科教授
前田正治 福島県立医科大学医学部主任教授
和氣みち子 公益社団法人全国被害者支援ネットワーク理事

（開催経過）
令和５年９月（第１回）～令和６年４月（第８回）

第１ 犯罪被害者等支援に携わる機関・団体に期待される役割

○ 犯罪被害者等支援を充実させるための社会的基盤の充実強化
・ 条例制定・計画策定の促進
➞ 方策：制定・策定の意義や実効的な事項等の情報提供の充実

・ 関係機関・団体における対応能力の向上と連携強化
➞ 方策：連携強化等に関する好事例、先進的取組の紹介

【国】～犯罪被害者等施策の総合的立案・実施
・地方公共団体への助言、施策等の情報提供、手引き等の作成、研修等
・民間被害者支援団体への情報提供 ・地方公共団体等に対する必要に応じた財政上の措置

【都道府県】～域内の犯罪被害者等施策の総合的推進
多機関ワンストップサービスの中核的役割

【市区町村】～域内の犯罪被害者等施策の推進
生活支援のための各種制度・サービスの実施主体

【都道府県警察】～犯罪被害者等のニーズを第一次的に把握
ニーズに応じた関係機関への情報提供・橋渡し

【民間被害者支援団体】～民間の強みを活かした柔軟・迅速な支援
初期から中長期にわたる支援

【その他の関係機関・団体】

第２ 地方における途切れない支援の提供体制の構築

○ 犯罪被害者等支援におけるワンストップサービスの実現
・ 多機関ワンストップサービスの在り方（右図参照）
・ 機関内ワンストップサービスの在り方
➞ 方策：

第３ 地方における途切れない支援を実現するための社会資源の充実強化
○ 地方における支援制度・サービスの活用・充実強化
・ 既存の各種制度・サービスの活用
・ 犯罪被害者等に特化した支援制度・サービスの充実強化
➞ 方策：提供する機関・団体間の連携強化、制度・サービスの継続的な周知

特化制度・サービスの導入検討に資する情報の集約・提供

○ 犯罪被害者等支援におけるＤＸ推進
・ 犯罪被害者等の負担軽減、支援者の利便性向上
➞ 方策：

（関係府省庁）警察庁、内閣府、こども家庭庁、総務省
法務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省

（共通）
・多機関ワンストップ
サービスに参画

・犯罪被害者等のニーズ
を踏まえた支援の提供

地方公共団体職員向け研修の実施・研修素材の提供
コーディネーター向け専門的研修の実施
地方公共団体アドバイザーの配置・運用
専門的知見・ノウハウの活用
手引きの作成・提供
ワンストップサービス実現のための援助の検討

犯罪被害給付制度の裁定申請等手続のオンライン化
犯罪被害者等のためのポータルサイトの充実
オンライン面接等の活用
支援者向けのポータルサイトの開設
支援者向け研修におけるオンラインの活用

（事務局）警察庁

先進的な都道府県の取組を参考とした多機関ワンストップサービスの仕組み（例）

市区町村

都道府県

警 察

民間被害者
支援団体

アドバイザー
機能の発揮

犯罪被害者等支援調整会議
（都道府県主催）

都道府県 警 察

犯罪被害者等
早期援助団体

居住地の
市区町村

検察庁

④会議開催の
必要性を判断

⑤支援計画案
の作成
会議の招集

犯罪被害者等①相談・問合せ
被害申告等

②情報集約
（犯罪被害者等
の同意が前提）

性犯罪・性暴力被害者の
ためのﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ支援ｾﾝﾀｰ

③面談を実施し、
ニーズ把握・
同意取得を行う

４機関・団体

弁護士

コーディネーターが必要
と認める機関・団体

⑨支援の
進捗確認
支援計画の
見直し

⑦支援計画
の説明

⑧支援の提供

福祉
関係機関 等

⑥支援計画の決定

相談等受理機関・団体

※全ての個別事案について開催されるものではなく、
コーディネーターが必要と判断した場合に開催

（国）地方公共団体アドバイザー

「地方における途切れない支援の提供体制の強化に関する有識者検討会」の取りまとめ概要
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第４章　地方における途切れない支援の提供体制の強化

等支援のための実効的な事項を盛り込んだ
条例（以下「犯罪被害者等支援を目的とし
た条例等」という。）の制定及び犯罪被害
者等支援のための計画等の策定がなされる
ことが望ましいとされた。
また、日頃から、支援に携わる関係機関・

団体が目的や基本認識を共有して、円滑な
連携・協力を行うことができる相互に顔の
見える関係作りが求められ、そのため、都
道府県及び市区町村それぞれのレベルで関
係機関・団体が参加する会議体を設け、犯
罪被害者等支援の現状・課題の把握・改善、
参加者の意識向上に向けた取組を行うこと
が望ましいとされた。
これらを受け、国に対し、地方公共団体

における取組の後押しを行うための情報提
供の充実や好事例の紹介等の取組が求めら
れた。

イ　犯罪被害者等支援におけるワンストップ
サービスの実現
個別事案におけるワンストップサービス

を実現するため、複数の異なる機関・団体
で構成される「多機関ワンストップサービ
ス」及び一つの機関・団体内における複数
の部署で構成される「機関内ワンストップ
サービス」の双方を確立する必要があると
された。
多機関ワンストップサービスとは、都

道府県単位で構築することが想定され、犯
罪被害者等からいずれかの機関・団体に相
談や問合せを行えば、その相談等を受けた
機関・団体を起点として、犯罪被害者等支
援コーディネーター（以下「コーディネー
ター」という。）に情報が集約され、コーディ
ネーターの調整の下、様々な機関・団体か
ら犯罪被害者等のニーズに応じた支援が一
元的に提供される仕組みであり、コーディ
ネーターは都道府県に配置することが有効
であるとされた。また、犯罪被害者等のニー
ズに応じた支援を提供するに当たり、それ
ら支援を提供する関係機関・団体が集まる

会議体（支援調整会議）を開催することが
最も効率的かつ迅速な方法であるとされた。
機関内ワンストップサービスとは、都

道府県や市区町村のように、複数の部署が
様々な支援を所管している場合、犯罪被害
者等がいずれの部署に相談や問合せを行っ
ても、そのニーズを一元的に把握した上で、
必要な情報・支援が積極的に提示・提供さ
れる仕組みであり、都道府県及び市区町村
では、それぞれの総合的対応窓口を設置し
ている部署が中核的役割を担うべきである
とされた。
これらを受け、国に対し、地方公共団体

職員やコーディネーター向けの研修の実施、
「地方公共団体アドバイザー」の配置・運用、
専門的知見・ノウハウの活用、ワンストッ
プサービスの手引きの作成・提供、ワンス
トップサービス実現のための援助の検討等
の取組が求められた。

⑶　地方における途切れない支援を実現
するための社会資源の充実強化
犯罪被害者等支援においては、犯罪被害者

等を含む国民が利用できる既存の各種制度・
サービスが確実に活用される必要があるとと
もに、犯罪被害者等に特化した支援制度・サー
ビスの一層の充実強化が望まれるとされた。
これを受け、国に対し、令和５年６月推進会
議決定の項目⑤「犯罪被害者等のための制度
の拡充等」の取組である各種社会保障・社会
福祉等制度を犯罪被害者等も利用し得ること
の周知等を継続的に行うこと、地方公共団体
が犯罪被害者等に特化した支援制度・サービ
スの導入を検討するに当たってその検討に資
する情報提供を行うこと等の取組が求められ
た。
犯罪被害者等支援におけるＤＸ推進につい

ては、犯罪被害者等の負担軽減と支援者の利
便性向上のため、国に対し、犯給制度の裁定
申請等手続のオンライン化、ポータルサイト
の充実の検討等の取組が求められた。

第
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３  取りまとめを踏まえた取組

⑴　関係機関・団体に対する周知等
警察庁においては、取りまとめについて、

令和６年４月、「犯罪被害者等施策情報メー
ルマガジン」（犯罪被害者等施策に関する先
進的・意欲的な取組事例をはじめとする有益
な情報を関係府省庁、地方公共団体その他の
関係機関等へ配信する電子メール）等を通じ、
地方公共団体等に周知したほか、関係機関・
団体の理解を深めるため、同年５月、都道府
県、都道府県警察、公益社団法人全国被害者
支援ネットワーク及びその加盟団体の担当者
を対象とした説明会を実施した。
さらに、同年７月、地方公共団体に対し、「地

方における途切れない支援の提供体制の強化
について」（令和６年７月 18日付け警察庁長
官官房長通知）等を発出して、取りまとめを
踏まえた取組を促すとともに、都道府県警察

に対し、「「地方における途切れない支援の提
供体制の強化に向けた提言」を踏まえた取組
について」（令和６年７月 18日付け警察庁長
官官房長通達）を発出して、都道府県警察が
取り組むべき事項を指示している。

⑵　地方公共団体職員等に対する研修等
の実施
警察庁においては、毎年度、犯罪被害者等

施策の総合的な推進に資するよう、都道府県
及び政令指定都市の担当者を対象とする「都
道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策主管
課室長会議」（以下「主管課室長会議」という。）
を開催しているところ、令和６年度は７月に
同会議を開催して情報提供及び意見交換等を
実施した。さらに、市区町村の総合的対応窓
口をはじめとする関係機関・団体の担当者の

｢被害者の手引｣交付
付添支援
刑事手続等の説明
被害者連絡制度
カウンセリング
再被害防止措置

公費負担制度
カウンセリング費用
一時避難場所宿泊費用
ハウスクリーニング費用
緊急避妊等に要する費用

犯罪被害給付制度
国外犯罪被害弔慰金等支給制度

【警察庁】
見舞金制度
公営住宅優先入居
民間賃貸住宅入居支援
転居費用助成
家賃補助

カウンセリング
法律相談
家事・育児・介護支援
配食サービス提供
被害者等に関する情報の保護

【国土交通省】【厚生労働省】【総務省】

付添支援
法律相談

カウンセリング
自助グループ支援

検察庁等

精通弁護士紹介
国選被害者参加弁護士
被害者参加旅費等支給
民事法律扶助
人権相談

医療提供
カウンセリング

一時保護
カウンセリング

法テラス
法務局

一時保護
里親制度
カウンセリング

医療的支援
カウンセリング
法的支援

被害者等通知制度
記録の閲覧・謄写
被害回復給付金支給制度
被害者参加制度
損害賠償命令制度
刑事和解制度

【法務省等】

就職支援

奨学金給付
＜犯罪被害救援基金（基金）＞
＜日本財団（預保納付金）＞

被害者等通知制度
意見等聴取制度
心情等聴取・伝達制度
作業報奨金の賠償充当

矯正施設
保護観察所等

犯罪被害者
等早期援助
団体等

性犯罪・性暴力
被害者のための
ワンストップ
支援センター

都道府県
市区町村

公共職業安定所

医療機関

児童相談所
教育機関等

犯罪被害救援基金
日本財団

#8891

0120－189－783

総合的対応窓口

人権擁護委員 民生委員・児童委員

委嘱委員 【法務省・厚生労働省】

0570－783－554

〇〇に付き
添ってほしい

今の家に
住めない

家事を手伝って
ほしい

眠れない

詳しい弁護士に
相談したい

裁判に参加したい

警察

#9110 #8103

女性相談支援センター
配偶者暴力相談支援
センター

#8778

～途切れのない犯罪被害者等支援～

【警察庁】

【法務省】

【厚生労働省】

【法務省】

【警察庁】

【内閣府】

【厚生労働省】

コーディネーター

自立支援給付
傷病手当金
埋葬料（葬祭費）
障害年金
遺族年金
失業等給付

社会保障制度等

医療保険料・一部負担金の減免等
児童扶養手当
修学支援制度
国民年金保険料の減免等
介護保険料・一部負担金の減免等
国税・地方税の減免等
各種福祉サービス

【厚生労働省】
【こども家庭庁】
【国税庁】【総務省】

【文部科学省】

【こども家庭庁】【文部科学省】

【厚生労働省】

【内閣府】

※ 【】内は機関・団体又は制度の所管府省庁
※ 赤字：基本的に金銭の形での支払
※ 記載の制度等は一例であり、一部の自治体が導入している
ものも含む。

0120－079714

0570－003－110

#8008

0120－0－78310

途切れのない犯罪被害者等支援
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第４章　地方における途切れない支援の提供体制の強化

意識改革や能力向上を図るため、同年９月か
ら、全国を８ブロックに分け、都道府県、市
区町村、都道府県警察、民間被害者支援団体
の担当者を対象とする「全国犯罪被害者等支
援実務者会議」を開催し、グループワークに
よる研修等を実施している。
また、同年度の犯罪被害者等施策の総合的

な推進に関する事業において、都道府県との
共催で多機関ワンストップサービスを構築す
るための研修等を実施している。

⑶　「地方公共団体アドバイザー」の配置・
運用
都道府県のコーディネーターに対するアド

バイザー機能を果たすため、警察庁において
は、令和６年５月から、コーディネーターか
らの相談等に対応する「地方公共団体アドバ
イザー」として職員を配置・運用している。

⑷　職能団体に対する働き掛け
保健医療・福祉分野に関する専門的知見・

ノウハウを活用して犯罪被害者等支援を実施
するとともに、コーディネーターを支援・育
成するため、警察庁においては、公益社団法
人日本社会福祉士会、公益社団法人日本精神
保健福祉士協会及び公益社団法人日本医療
ソーシャルワーカー協会等の職能団体に働き
掛け、地方における途切れない支援の提供体
制の強化に関する協力を依頼した。

⑸　「犯罪被害者等支援におけるワンス
トップサービス体制構築・運用の手引き」
等の作成・提供
警察庁においては、ワンストップサービス

の早期実現を促進するため、令和６年９月、
ワンストップサービス体制の構築や運用に役
立つ情報・ノウハウ等をまとめた「犯罪被害
者等支援におけるワンストップサービス体制
構築・運用の手引き」を作成し、地方公共団
体に提供した。
さらに、犯罪被害者等支援を目的とした条

例等及び犯罪被害者等支援のための計画等の
制定・策定を促進するため、同年 10月、制定・
策定の意義、制定・策定済みの同条例等及び
計画等に盛り込まれた犯罪被害者等支援のた
めの実効的な事項等を紹介する「犯罪被害者
等施策推進のための条例・計画～最近の動向・
ポイント～」を作成し、地方公共団体に提供
した。

⑹　今後の取組
警察庁においては、そのほか、取りまとめ

を踏まえ、オンデマンド研修教材の作成・提
供、コーディネーター向け研修の実施、警察
庁ウェブサイトの改修による犯罪被害者等及
び支援者向けポータルサイトの充実、地方公
共団体等の取組を運用面・財政面で支援する
取組等の準備を進めており、引き続き、関係
府省庁、地方公共団体、民間被害者支援団体
等と連携し、地方における途切れない支援の
提供体制の強化に向け、取り組んでいく。

第
１
部
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